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① マクロ経済スライドによる調整のルールの見直し （少子化､平均寿命の伸びなど長期的な構造変化に対応）

既裁定 新規裁定

Ⅰ景気拡大期

年金額の
改定率

賃金
（物価）

完全調整

景気回復局面においてキャリーオーバー分を早期に調整 （高齢者の年金の名目下限は維持）

年金額の改定ルールの見直し

○ 制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、年金額改定に際し以下の措置を講じる｡

① マクロ経済スライドについて、現在の高齢世代に配慮しつつ、できる限り早期に調整する観点から、名目
下限措置を維持し、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を調整。 【平成30年4月施行】

② 賃金・物価スライドについて、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、賃金変動
が物価変動を下回る場合には賃金変動に合わせて改定する考え方を徹底。 【平成33年4月施行】

Ⅱ景気後退期

賃金
（物価）

部分調整

年金額改定なし

年金額の名目下限を維持
（現在の高齢世代に配慮）

Ⅲ景気回復期

完全調整
＋

未調整分の調整

キャリーオーバー分の調整

年金額の改定率

賃金
（物価）

年金は世代間の仕送りであることから、現役世代の負担能力が低下しているときは、賃金変動に合わせて改定

② 賃金･物価スライドの見直し （賃金･物価動向など短期的な経済動向の変化に対応）

未調整分をキャリーオーバー

を年金額
改定に反映

既裁定

新規裁定

０＞ 物価 ＞ 賃金 物価＞０＞賃金

既裁定

物価 ＞ 賃金 ＞０

新規裁定

（今回変更なし） 4



①賃金改定率と物価改定率の丈比べ

年金額の改定（スライド）ルールのイメージ図

②マクロ経済スライドによる調整

前年の消費者物価指数（ＣＰＩ）の変動率

２～４年度前（３年度平均）の実質賃金変動率

可処分所得割合変化率（▲0.2％）(平成32年度まで)

賃金改定率物価改定率

２つの改定率
を丈比べ

前年の消費者物価指数（ＣＰＩ）の変動率

（名目手取り賃金変動率）

※年金額の名目下限の措置

年金額改定
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○ 「賃金再評価」や「物価スライド」の改定率を調整して、緩やかに年金の給付水準を調整する仕組み
○ 具体的には、現役被保険者の減少率を基本とした「調整率」を設定して、その分を「賃金再評価」や「物価ス
ライド」の改定率から控除
※ 改定率の考え方が平均賃金に連動する仕組みから、現役人口の減少分を含んだマクロの賃金総額に連

動する仕組みとなったという意味で「マクロ経済スライド」と説明
○ この仕組みによる年金水準の調整は、名目額を下回らない範囲で行うこととされている（名目下限措置）

調整率 ＊

年金額の改定率

賃金（物価）
賃
金
（
物
価
）

＜具体的な仕組み＞

「マクロ経済スライド」による年金水準の調整

＜名目下限措置＞

＊ 調整率
＝ 『公的年金全体の被保険者の減少率（直近３か年度の実績値の平均値）

＋ 平均余命の伸びを勘案した一定率（0.3％）』

≪毎年度、調整率は異なるが、2014年財政検証に基づく2015から2040年までの
見込み（年平均）では1.2％～1.3％≫

年金額の改定なし

賃金（物価）

部分的な調整
にとどまる

賃金・物価による改定
賃金（物価）

調整なし

○賃金・物価の伸びが小さい場合

○賃金・物価の伸びがマイナスの場合
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○ マクロ経済スライド調整は、現役世代の減少と平均寿命の伸びという人口構造の変化に対応し、時間をかけて徐々に年金水
準を調整（低下）させるもの。

○ 保険料の上限が固定されている現行の財政フレームの下では、これを適切に発動することが、将来世代の給付水準の確保
に不可欠。

マクロ経済スライドと給付水準調整の見通し

所
得
代
替
率

現行の仕組み（マクロ経済スライド調整が限定的）
※デフレの場合、調整を長期に先送り

調整期間の長期化

時間

給付水準の低下

マクロ経済スライド調整が適切に
発動される場合
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1999 2004 2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049

50.6～51.0

所得代替率（%）

※数値は厚生年金（報酬比例部分）＋基礎年金
（2人分）の所得代替率

賃金が低下する中で年金が維持されたこと

等による足下の所得代替率の上昇 スライド調整期間の長期化

将来の基礎年金の所得代替率
の低下

2014年財政検証
ケースA～E

マクロ経済スライドによる調整が発動せず

約20年間

2004年財政再計算
標準ケース

約30年間

＜うち基礎年金36.8＞

＜うち基礎年金25.6～26.0＞＜うち基礎年金28.4＞

＜うち基礎年金33.7＞

マクロ経済スライド

給付水準見通しの変化
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【イメージ図】

現在の高齢世代の
給付水準

将来の高齢世代の
給付水準

デフレ

（年度）
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